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広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則の運用指針 

 「広島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則」を別途定めたが，各条の説明

は以下のとおりとする。同規則の運用に当たって参考に願いたい。 

 

記 

第 1 条関係 

 広島大学(以下「本学」という。)は，すべての職員，学生，生徒，児童及び園児並び

にその関係者(以下「構成員」という。)を個人として尊重し，法の下における平等を守

り，特に性差別の撤廃に努め，就学，就労，教育及び研究(以下「就学・就労」とい

う。)のための適切な環境を維持することを基本的な精神とし，広島大学におけるハラス

メント等の防止等に関する規則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 111 号。以下「規則」とい

う。)を定めるものである。 

第 2 条関係 

1  第 2 条第 2 項の「一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が，相手の意に反

する性的な性質の不適切な言動を行い，これによって相手が，精神的な面を含めて，

学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被る」こととは，例えば次の行為等

をいう。 

  (1)  個人的な性的欲求への服従又は拒否を，教育上若しくは研究上の指導及び評価

並びに学業成績等に反映させること。 

  (2)  個人的な性的欲求への服従又は拒否を，人事又は労働条件の決定並びに業務指

揮等に反映させること。 

  (3)  教育上若しくは研究上の指導及び評価，又は利益，不利益の与奪等を条件とし

た性的働きかけを行うこと。 

  (4)  人事権若しくは業務指揮権の行使，又は利益，不利益の与奪等を条件とした性

的働きかけを行うこと。 

  (5)  相手への性的な関心の表現を職務遂行に混交させること。 

  (6)  執拗若しくは強制的に性的行為に誘ったり，又は交際の働きかけをすること。 

  (7)  強引な接触及び性的な行為を行うこと。 

  (8)  性的魅力を誇示するような服装や振る舞いを要求すること。 

2  第 2 条第 2 項の「就学・就労のための環境を悪化させること」とは，例えば次の行

為等をいう。 

  (1)  学業や職務の途中に，相手の性的魅力や自分の抱く性的関心にかかわる話題を

持ち出すなど，正常な学業や業務の遂行を性にかかわる話題，行動等で妨害する

こと。 

  (2)  性的な意図をもって，身体への一方的な接近又は接触をすること。例えば，次

のような行為がそれに当たる。 



    イ  相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め，又は目で追うこと。 

    



4  第 2 条第 4 項の「一定の就学・就労上の関係にある大学の構成員が，妊娠・出産に

関する言動又は妊娠・出産，育児・介護に関する制度又は措置の利用に関する言動を

行い，これによって相手が，精神的な面を含めて，学業や職務遂行に関連して一定の

不利益・損害を被るか，若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること，又

はそのようなおそれがあること」とは，例えば次の行為等をいう。 



 
(3)  学生の場合は，広島大学学生懲戒規則(平成 28 年 3 月 7 日規則第 20 号)に基づ

き，評議会の審議を経るものとする。 
 

(4)  附属学校の児童及び生徒の場合は，校則等に基づき，その処分を校園長会議に

委ねるものとする。 

第 9 条関係 

 学長は，規則に定めるもののほか，ハラスメント等の防止及び事後の対応に関し，調

査会に関する要項等を定めるものとする。 

附 則 

この指針は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 2 月 1 日 一部改正) 

この指針は，平成 17 年 2 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 15 日 一部改正) 

この指針は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 3 月 27 日 一部改正) 

この指針は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 22 日 一部改正) 

この指針は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 5 年 3 月 28 日 一部改正) 

この指針は，令和 5 年 3 月 28 日から施行する。 

附 則(令和 6 年 1 月 30 日 一部改正) 

この指針は，令和 6 年 1 月 30 日から施行する。 

附 則(令和 6 年 3 月 26 日 一部改正) 

この指針は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 


